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平成２９年１１月１日 

 
都道府県医師会  

担 当 理 事   殿  
 

日本医師会副会長        
今 村  聡   

 

訪日外国人旅行者受入れ医療機関の追加選定について（情報提供） 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、観光庁外客受入担当参事官及び厚生労働省医政局総務課長より各都道府県観

光部（局）長及び衛生主管部（局）長宛に、標記の通知が発出されるとともに、本会

宛に了知方依頼がございました。 

観光庁及び厚生労働省は連携し、増加する訪日外国人旅行者が安心・安全に日本の

医療サービスを受けられるよう必要な取り組みを行っております。その一環として観

光庁は、平成 27 年度より訪日外国人旅行者が不慮のけがや病気の際に、スムーズに医

療機関に受診できるよう、外国人患者の受け入れが可能な全国の医療機関リストを取

りまとめ公表しております。 

本件は、今年度も引き続き、観光庁より各都道府県観光部（局）に対し同リストへ

の追加選定及び報告につき協力を依頼するものであります。 

本年度の追加選定にあたっては、現在登録済である医療機関の所在地と、主要な観

光地の地点や二次医療圏を比較分析した結果、地域的な偏在があることが判明したこ

とを踏まえ、「重点対象地域」を設定し、この区域内で医療機関数が不足していると思

われる個所（選定地域）から可能な限り最低１件選定すること、及び厚生労働省の補

助金事業「医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業」や「外国人患者受入医

療機関認証制度」の対象機関で、訪日外国人旅行者受入れ医療機関のリストに未登録

の医療機関（選定医療機関）につき登録を促すよう依頼しております。 

なお、通知文中の別添②「二次医療圏毎の訪日外国人旅行者受入れ医療機関リスト」、

及び、別添③「医療機関リスト未登録の医療機関で、外国語診療が可能な医療機関リ

スト」につきましては、個人情報を含むものになりますので、必要な際は都道府県観

光部（局）へご照会いただければと存じます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますとともに、

貴会管下郡市区医師会並びに関係医療機関等への周知方につき、ご高配を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 















＜別添①＞ 

訪日外国人旅行者受入れ医療機関 報告書（平成２９年度） 

① 医 療 機 関 名   
 

※日英併記をお願いします。 

（日） 

（英） 

 
【昨年度と同様の報告内容：②～⑩】 
今年度追加選定された医療機関は全てご記入お願いいたします。 

 

② 所 在 地 
 

※日英併記をお願いします。 

（日）(〒    －      ) 
 

（英）(〒    －      ) 
 

③ 連 絡 先 
 

(TEL:                                            ) 
(FAX:                                             ) 

④ 受 付 時 間   
 
※注意書きはすべてを反映 
できないこともございます。 

平   日： 
 
土日・祝日： 
 

⑤ ホ ー ム ペ ー ジ URL  
（ホームページがある場合） 

http://                    （     ）語 
http://                    （     ）語 
 

⑥ 病 床 数 
 

        床 

⑦ 外 国 語 対 応 診 療 科 
 
※医師等が外国語対応可能

な診療科を□にチェックの

上、対応可能な言語欄に「○」

を記入してください。 

 
※ただし、右記に該当する 

診療科がない場合は、 

「その他」にチェックをお願

いします。 

 
※また、右記に該当する言語

がない場合は、空欄に追加く

ださい。 

 英語 中国
語 

韓国
語 

    

□救急科        
□内科        
□外科        
□小児科        
□精神科        
□皮膚科        
□脳神経外科        
□泌尿器科        
□整形外科        
□眼科        
□耳鼻咽喉科        
□産科        
□婦人科        
□歯科        
□その他        
               

⑧ 医 療 通 訳 
 

※医療通訳サービスを提供 

可能な場合は、対面（雇用／ 

外部派遣）・遠隔（電話／ 

タブレット）通訳を問わず提

供供可能な通訳言語をチェ

ックしてください。 

 
□英語   □中国語  □韓国語   
□その他 
   言語：       

⑨  備     考 
 

※該当するものにチェック

してください。 

□ 24 時間 365 日救急患者を受け入れている。 
□ 救急科、内科、外科、小児科を含む複数診療科を有する。 
□ 外国語対応が可能である（少なくとも通常診療時間内に英語で、

または日英通訳者を介した診療が可能である。）。 
□ 外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）認証病院 



＜別添①＞ 

□ 厚生労働省補助金事業「医療機関における外国人患者受入れ環境整備
事業」医療通訳拠点病院 

□ 厚生労働省補助金事業「医療機関における外国人患者受入れ環境整備
事業」体制整備支援病院 

利用可能なクレジットカード  
□ VISA □ MASTER □ AMEX □ Diners Club □ JCB □ 中国銀聯 
（留意点：                        ）  

⑩ 外国人患者受入れ体制 

 
※ 右欄のチェック項目は、

「訪日外国人旅行者受入れ医  

療機関」の選定にあたって 

必須の要件ではありませ 

ん。 

□受付・会計、診療、検査、入院(有床の場合)において、外国人患者
に対応する体制（院内スタッフでの対応や多言語ツール導入、医療
通訳サービスの導入等）がある。 

□必要な書類（問診票、説明書、同意書等）が外国語に翻訳されてい
る。 

□診療情報提供書や診断書等の書類を外国語に翻訳する体制がある
（外部委託等でも可）。 

□外国人患者に配慮した院内案内図・案内表示を整備している。 
□支払いに関する各種書類の内容（領収書や概算費用通知書等）を外
国人患者の理解可能な言語で通知する方法がある。 

□クレジットカードの使用可否を（可能な場合は、使用可能なクレジ
ットカード会社も）含め、支払い方法について外国人患者に明示し
ている。 

 
【今年度の新規報告内容：⑪】 
訪日外国人患者受入れ医療機関は、全医療機関ご記入お願いいたします。 
 

⑪ データの二次利用 

 
 

【二次利用方針】 
・当該報告書にて取得した情報について、観光庁及び日本政府観光局

（ＪＮＴＯ）のウェブサイトへの掲載致します。 
・訪日外国人旅行者受入れ可能な医療機関リストとして、オープン 
データとして第三者利用できるようデータの提供、または受入れ可 
能な医療機関に関する情報発信等に活用することがございます。 

・観光庁や厚生労働省が実施する研究事業内（例「厚生労働科学研究」 
等）で、取得した情報を活用することがございます。 

・上記以外の目的以外で使用することはございません。 
 
当医院は上記二次利用方針を理解し、同意いたします。 

□はい       □いいえ 
 
          代表者署名                                          
 

 

 

 
年  月  日  

 観光庁 参事官  殿 

 

上記について、訪日外国人旅行者受入れ可能な医療機関としてリストへの登録申請をします。 

 

都道府県        観光部（局）長            ○印  

 



【機密性２情報】

2017.7.12現在

局等名 課名 連絡先 職名 氏名 内線 メールアドレス
観光戦略推進官 高浜　悟 222 takahama-s52hr@mlit.go.jp

観光企画課長 実重　貴之 231 saneshige-t2y5@mlit.go.jp

観光企画係長 植田　雅巳 234 ueda-m52qy@mlit.go.jp

地域第二係長 津田　明宏 232 tsuda-a52c7@mlit.go.jp

観光企画係 鷲田　芹香 233 washida-s52py@mlit.go.jp

観光地域振興課長 栗田　利彦 290 kurita-t53nq@mlit.go.jp

課長補佐 星　博美 291 hoshi-h53dz@mlit.go.jp

係員 佐藤　究 294 satou-k53y3@mlit.go.jp

係員 鎌田　拓冶 296 kamata-t53wf@mlit.go.jp

観光企画課長 岡村　清二 5377 okamura-s55m3@mlit.go.jp

課長補佐 宮崎　明男 5365 miyazaki-a55mx@mlit.go.jp

専門官 細野　桂一 5366 hosono-k55m3@mlit.go.jp

観光企画係長 松沼　宏明 5367 matsunuma-h55tr@mlit.go.jp

観光企画係 久松　優貴乃 5368 hisamatsu-y55uz@mlit.go.jp

観光地域振興課長 高橋　義孝 3300 takahashi-y54hd@mlit.go.jp

課長補佐 佐久間　敏之 3331 sakuma-t54hd@mlit.go.jp

地域第一係長 梅村　真之介 3332 umemura-s54ff@mlit.go.jp

観光地域振興課係員 新倉　章子 3333 niikura-a54xq@mlit.go.jp

観光地域振興課長 柴垣　和典 2320 shibagaki-k56zk@mlit.go.jp

課長補佐 渥美　宏 2321 atsumi-h56ph@mlit.go.jp

専門官 河村　明美 2322 kawamura-a56es@mlit.go.jp

係長 古久保　渚 2323 furukubo-n56yr@mlit.go.jp

調査員 大谷　昌宏 2324 ohtani-m56kr@mlit.go.jp

調査員 遠藤　勝 2324 endoh-m56e3@mlit.go.jp

調査員 足立　磨美  2323 adachi-m562p@mlit.go.jp

観光企画課長 森下　孝一 3883 morishita-k57x2@mlit.go.jp

課長補佐 森田　正志 3884 morita-m57zn@mlit.go.jp

観光産業係長 宮崎　修治 3885 miyazaki-s574i@mlit.go.jp

観光地域振興課長 神宝　博 4331 shinpou-h59dz@mlit.go.jp

課長補佐 海馬　恵美 4332 kaiba-e59ab@mlit.go.jp

観光企画課長 木下　航次 223 kinoshita-k62pb@mlit.go.jp

課長補佐 横田　尚武 223 yokota-n62c8@mlit.go.jp

観光企画係長 森岡　純 225 morioka-j62tp@mlit.go.jp

調査員 松岡　健太 225 matsuoka-k62rx@mlit.go.jp

観光地域振興課長 脇野　正博 5360 wakino-m63rp@mlit.go.jp

課長補佐 安岡　和之 5361 yasuoka-k63tn@mlit.go.jp

地域振興係長 亀井　将志 5362 kamei-m63nu@mlit.go.jp

企画調査員 柳田　竜則 5363 yanagita-t63hn@mlit.go.jp

企画室長 小柳　美枝子 85240 mkoyanagi@ogb.cao.go.jp

国際観光調整官 小松　正弘 85245 mkomatsu@ogb.cao.go.jp

観光振興官 久高　聡 85241 skudaka@ogb.cao.go.jp

企画係長 新垣　沙織 85243 sarakaki@ogb.cao.go.jp

沖縄総合事務局 企画室

（直通）045-211-1255
FAX 045-211-7270

（直通）025-285-9181
FAX 025-285-9172

（直通）082-228-8703
FAX 082-228-9412

（直通）087-835-6357
FAX 087-835-6373

（直通）092-472-2920
FAX 092-472-2334

（直通）098-866-1812
FAX 098-860-2369

(直通)052-952-8009
FAX 052-952-8087

（直通）06-6949-6466
FAX 06-6949-6135

四国運輸局 観光企画課

中部運輸局 観光地域振興課

九州運輸局 観光地域振興課

近畿運輸局 観光企画課

中国運輸局 観光地域振興課

関東運輸局 観光企画課

北陸信越運輸局 観光地域振興課

東北運輸局 観光地域振興課
（直通）022-380-1001
FAX 022-791-7538

〈別添④〉　地方運輸局担当者名簿　「安心・安全対応相談窓口」

担当課

観光企画課
（直通）011-290-2700
FAX 011-290-2702

北海道運輸局




